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３ 今後の課題について
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関連する法律の変遷から

2013(H25)年 いじめ防止対策推進法
2016(H28)年 自殺対策基本法（改正）
2017(H29)年 教育機会確保法 ※義務教育の段階における普通教育に相当する機会の確保等に関する法律  

2018(H30)年 児童福祉法（改正）※2020(R2)年も
2021( R2 )年 少年法（改正）
2023( R5 )年 こども基本法 ※こども家庭庁設置法
2024( R6 )年 子ども・子育て支援法（改正）

        児童福祉法（改正）
        子ども・若者育成支援推進法（改正）

        ⇒ヤングケアラーを明記！



１  ヤングケアラーについて

ヤングケアラーとは、本来大人が担うと想定されている家事や家族の

介護などを過度に行っていると認められる子ども・若者



１ ヤングケアラーについて【社会的背景】

社会的背景 状 況 ヤングケアラーへの影響

少子高齢化

〈2020年〉
 65歳以上 28.6%（増加傾向）
15～64歳 59.5%（減少傾向）

 出生率 1.33 （減少傾向）

・ケアされる側とケアする側
とのアンバランスが起きてい
る

核家族化
（世帯人数の減少）

平均世帯人数
1963年 5.00人
2022年 2.25人

・ケアを必要とされた場合、
家族一人あたりのケア負担が
増大している

・経済的に代替えサービスの
負担が困難で、ケア負担を抱
え込みやすい

ひとり親世帯の
増加

ひとり親世帯数
1990(H2)年  64万世帯
2020(R3)年 134万世帯

 母子世帯〈2020年〉
 非正規雇用の割合 42.4%     ※父子世帯

 平均年間就労収入 236万円 < 496万円

地域のつながりの
希薄化

庁内活動参加率（月に１回程度の参加）
1968(S43)年 70.0％
2007(H19)年 12.7%

・家族の孤立化につながり、
長期化する可能性が高い



・支援が必要なのに実態やニーズが表面化しにくい

・「過度なケア」の自覚がない

・周囲にSOSを出しづらい

・病気や障がい、経済事情等デリケートな背景

・ケアを「当たり前」「仕方ない」と考える

１ ヤングケアラーについて【特徴】



ヤングケアラー支援はこれからの課題！

国

ヤングケアラー 内閣府 子供・若者インデックスボード

支援の実際は・・・？



長崎県（令和５年度実態調査）より

〈小学生〉

22人にひとり

〈中高生〉

27人にひとり

１ ヤングケアラーについて【状況】①

令和５年度 全体数(人) 該当数(人) 割　合

小学６年生 9,226 415 4.5%
中学２年生 8,224 336 4.1%
高校２年生※ 6,187 182 4.9%

【県】お世話をしている家族が「いる」と回答した児童・生徒

※高校２年生は、全日制と定時制の生徒。

県



１ ヤングケアラーについて【状況】②

長崎県（令和５年度実態調査） 県福祉保健部こども政策局こども家庭課

・平均時間は「１～２時間」と「２～３時間」で半数近くを占める。

お世話をしている対象及び内容

・「幼いきょうだい」の「見守り」や「送り迎え」が圧倒的に多い。

・「母親」や「祖母」の「心の病気」や「身体障がい」の支え。

お世話の頻度や１日あたりの平均時間

・「ほぼ毎日」が最も多い。

助けてほしいことや必要としている支援

・「特にない」が最も多い。

・中高生は「学習支援」「将来の相談」を希望する割合が多い。

相談について

・相談したことが「ある」という回答は２０％程度。

　小学生３０％程度。年齢が上がるにつれて上昇。高校生６０%。

・ヤングケアラーの内容の知識がある人は、高校生で４０%未満。

・相談相手は「家族」が圧倒的に多く、次いで「友達」「先生」。

・相談しない理由は「相談するほどの悩みではない」が圧倒的に多い。

・「相談しても何も変わらないから」という回答が10～20％程度。

ヤングケアラーの認知度について

・ヤングケアラーという言葉を聞いたことが「ある」という回答は、

県



１ ヤングケアラーについて【状況】③

長崎県（令和５年度実態調査） 県福祉保健部こども政策局こども家庭課

・平均時間は「１～２時間」と「２～３時間」で半数近くを占める。

お世話をしている対象及び内容

・「幼いきょうだい」の「見守り」や「送り迎え」が圧倒的に多い。

・「母親」や「祖母」の「心の病気」や「身体障がい」の支え。

お世話の頻度や１日あたりの平均時間

・「ほぼ毎日」が最も多い。

助けてほしいことや必要としている支援

・「特にない」が最も多い。

・中高生は「学習支援」「将来の相談」を希望する割合が多い。

相談について

・相談したことが「ある」という回答は２０％程度。

　小学生３０％程度。年齢が上がるにつれて上昇。高校生６０%。

・ヤングケアラーの内容の知識がある人は、高校生で４０%未満。

・相談相手は「家族」が圧倒的に多く、次いで「友達」「先生」。

・相談しない理由は「相談するほどの悩みではない」が圧倒的に多い。

・「相談しても何も変わらないから」という回答が10～20％程度。

ヤングケアラーの認知度について

・ヤングケアラーという言葉を聞いたことが「ある」という回答は、

県



市

小学校 中学校 合計

1 4 7 11

2 10 14 24

3 2 6 8

4 3 6 9

5 2 1 3

6 0 1 1

7 0 3 3

8 0 1 1

9 1 8 9

10 0 2 2

11 1 4 5

17 30 47

3 3 6

0 1 1

8 11 19

状　　況

状
　
　
　
　
況

障がいや病気の家族に代わり、料理、洗濯等の家事

家族に代わり、幼いきょうだいの世話

障がいや病気のあるきょうだいの世話や見守り

目を離せない家族の見守りや声かけ

日本語が第一言語でない家族や障がいのある家族のための通訳

障がいや病気のある家族がいる家計を支えるための労働

アルコール・薬物・ギャンブル等の問題のある家族への対応

がん・難病・精神疾患など慢性的な病気の家族の看病

※関係機関とは、児童相談所、長崎市子育てサポート課、SSW、医療関係など。（複数選択可）

障がいや病気のある家族の身の回りの世話

障がいや病気のある家族の入浴やトイレの介助

その他

対
応

学校での情報共有と見守り

保護者への連絡・指導

関係機関の連携を検討中

すでに関係機関連携中

ヤングケアラーの状況 長崎市教育委員会調査

R5
47件



１ ヤングケアラーについて 長崎市【状況】

小学生 8

中学生 25

高校生 0 合計 ３３名

学年内訳 小1 小2 小3 小4 小5 小6 中1 中2 中3

小学生 0 2 1 1 3 1

中学生 5 10 10

令和７年度　長崎市立小・中学校ヤングケアラー実態調査（結果）

長崎市こども部こどもみらい課こども相談センター
令和７年度ヤングケアラー実態調査より

市

R7
33件



緊急性低

緊急性の確認    （関係機関との情報共有）

気

づ

く

つなが
る

つなげ
る

支

援

す

る

子どもや子育て家庭を見守る

ヤングケアラー疑いの
こども家庭に気づく

緊急性高

こども家庭センター・
児童相談所へつなぐ

本人・家族から相談を受ける
・外部からの情報提供

面談等で話を聞く

意思確認
信頼関係の構築

関係機関へつなぐ
（情報提供・サービスの紹介）

   

◆ ヤングケアラーの支援フロー

支援の実施 ・
見守り

関係機関との情報共有
見守り

２
ヤングケアラー
の支援について



気づく

◆ヤングケアラーについての理解

・ヤングケアラー支援に関する研修等の受講・実態把握・研究

◆学校内の支援体制に関する理解

・特別支援・教育相談コーディネーター・養護教諭との連携

・定期的な情報共有（部会参加・巡回訪問）

◆研修（情報提供）

・ヤングケアラーの支援に関する周知・啓発

◆適切なアセスメント

・ヒアリングシート等ツールの活用 ・情報収集

◆各支援段階においてSSWに求めらる役割と必要な視点について ①



つながる

つなげる

◆関係構築

・相談援助技術（バイステックの７原則等）

◆権利擁護

・個人情報・プライバシーへの配慮

◆情報提供

・福祉関係の法的根拠・福祉制度の正確な理解
・地域の社会資源・事業の理解

◆関係機関への連携

・関係者との顔のみえる関係づくり

丁寧な説明と同意の確認

◆各支援段階においてSSWに求めらる役割と必要な視点について②

・母親の養育能力
（経済力・知的能力
・受援力・コミュニケーション・
社会参加）

・インフォーマルな支援
（家族援助・地域の目等）
・本人が持つストレングス理解
・本人の気持ちの理解
・エンパワメントの視点



◆関係機関との情報共有

・関係機関との定期的な情報共有

◆モニタリング

・PDCAサイクルによる支援の検討～見直し

（情報共有の円滑化・支援の充実のための定期ケース協議）

◆エバリューション

・当事者・家族との面談による振り返り

◆終結

・ヤングケアラーの状態が改善し健全育成の状態があると確認できる

支援する

本人・家族の意識・行動の変容を確認

◆各支援段階においてSSWに求めらる役割と必要な視点について③



１ ヤングケアラーについて【本市の実例】



アセスメント
シート



1/2



2/2



ヤングケアラーの発見【気づきのヒント】

福

祉
・

介

護
・

医

療

家庭訪問時等の様子 医療機関・窓口等での様子

・子ども・若者が、介護・介助する姿 ・家族構成が、子ども・若者と病気の

　を見かけた

　姿を見かけた 　ケアの負担がかかる懸念がある

　家族のみとなっている

・子ども・若者が、日常の家事をする

学校生活の様子 他者とのかかわり 家庭に関する情報

学

校

関

係

・保護者が授業参観や面談

　に来ない

・幼いきょうだいの送迎を

　している

・家族の病状から、子ども・若者に

・子ども・若者が、家族の付き添いで

　病院等にいる姿を見かける

　話が合う

・周囲の人に気を遣い

　すぎる・提出物が遅れがち

・持ち物がそろわない

・優等生でいつも頑張る

・しっかりしすぎている

・服装が乱れている

・子ども・若者が、常にケア対象者の

　そばにいる

・欠席、遅刻、早退が多い ・子ども同士より大人と ・児童生徒からの相談

・不登校である

・保健室で過ごしている

・家庭訪問や生活ノート等

　にケアの記載がある



３ 今後の課題について

•ヤングケアラーの認識・認知の向上

⇒ 啓発・教育

•支援体制の整備・確認・把握

⇒ 連携（ワンストップ対応）

•ヤングケアラーのウェルビーイングの確保
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